
徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 平 成 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 百 二 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 八 項 中 「 ほ か 、 」 の 下 に 「 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 七 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 」 を 、 「 相 当 す る 額 」 の 下 に 「 （ 以 下 「 差 額 相 当 額 」

と い う 。 ） か ら 差 額 相 当 額 に 三 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 が 一 万 円 を 超 え る と き は 一 万 円 、 そ の 額 が 一 万 円 を 超 え な い 場 合 で あ っ て そ の 額 に 一 円 未 満 の 端

数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て た 額 ） を 減 じ た 額 を 、 同 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 八 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 差 額 相 当 額 か ら 差 額 相 当 額 に 三 分 の 二

を 乗 じ て 得 た 額 （ そ の 額 が 二 万 円 を 超 え る と き は 二 万 円 、 そ の 額 が 二 万 円 を 超 え な い 場 合 で あ っ て そ の 額 に 一 円 未 満 の 端 数 を 生 じ た と き は こ れ を 切 り 捨 て た 額 ）

を 減 じ た 額 を 、 同 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 九 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 に あ っ て は 差 額 相 当 額 が 三 万 円 を 超 え る 場 合 に 限 り そ の 超 え る 額 」 を 加 え る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 六 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 人 事 委 員 会 が 定 め る 。

提 案 理 由

平 成 二 十 五 年 十 月 十 六 日 付 け の 人 事 委 員 会 勧 告 に 鑑 み 、 本 県 の 警 察 職 員 の 給 与 に つ い て 、 平 成 十 八 年 四 月 一 日 実 施 の 給 料 の 切 替 え に 伴 う 経 過 措 置 を 廃 止 す る

必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。
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